
消防団充実強化に係る取組事例 

NO. ４１－１ 分野 
１．加入促進関係 

（３）公務員関係 
作成年月 令和３年４月 

地方公共団体名 佐賀県 武雄市 担当課 総務部 防災・減災課 

連絡先 
Tel    0954-23-9223 

E-mail   anzen@city.takeo.lg.jp 

タイトル ３３歳以下の市職員の入団 

取組の概要  

少子高齢化による後継者不足、サラリーマン化などにより団員確保が難しくなっ

ており、１，４７０名の条例定数の確保が難しくなっているため、３３歳以下の武雄市

職員は、特段の理由がない限り、基本的に消防団へ入団することとしています。 

 

武雄市職員が、地域の消防団に率先して入団することで、地域防災の推進を図 

る上で、地域住民の理解を得やすくなる。 

 

武雄市職員にとっては、消防団活動はもとより、地域活動へ積極的に参加するこ 

とが必要である。 

 

※職員の消防団加入率（令和３年 4 月 1 日現在） 

全職員数 

武雄市消防団 

加入職員数 

（他市町消防団加入者含む） 

加入率 

３６０人 １２１人 ３３．６％ 

うち 33 歳以下 

８２人 

 

４８人 

 

５８．５％ 
 

その他参考情報  
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